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南西部地域の災害時医療（イメージ図）

傷病者
（重傷）

ＤＭＡＴ
活動拠点本部国立病院機構埼玉病院

TMGあさか医療センター 新座志木中央総合病院
ふじみの救急病院 イムス富士見総合病院
イムス三芳総合病院 上福岡総合病院

DMAT県調整本部
埼玉県保健医療調整本部

傷病者

救護所（医師会・歯科医師会・薬剤師会）、二次救急医療機関など

搬送

災害拠点病院

災害時連携病院

傷病者
（中等症）

救護所など

埼玉地域
DMATチーム

（他県）

連携（平時︓合同訓練実施）
（発災時︓容体の安定した重症者受け入れ・・・）
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埼玉県の災害拠点病院（22病院）
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災害拠点病院の主な機能

○ ２４時間緊急対応し、災害発生時に被災地内の傷病者等の受入れ及び搬出を行うことが
可能な体制を有する。

○ 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）を保有し、その派遣体制がある。

○ 業務継続計画（ＢＣＰ）を整備する。

○ 地域の第二次救急医療機関及び地域医師会等とともに定期的な訓練を実施し、災害時には
地域の医療機関への支援を行う。

○ 災害時における患者の多数発生時（通常時の2倍の入院患者、通常時の5倍程度の外来患者
を想定）に対応可能なスペース及び簡易ベッド等の備蓄スペースを有する。

○ 病院機能を維持するために必要な全ての施設が耐震構造を有する。

○ 通常時の６割程度の発電容量のある自家発電機等を有し、３日分程度の備蓄燃料を確保する。

○ 災害時に少なくとも３日分の病院の機能を維持するための水を確保する（受水槽等）。

○ 衛星電話を保有し、衛星回線インターネットが利用できる環境を整備する。

○ 食料、飲料水、医薬品等について、流通を通じて適切に供給されるまでに必要な量として、
３日分程度を備蓄する。
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埼玉県の災害時連携病院（３２病院）

埼玉県５か年計画に定める目標

→ ３５病院（令和８年度末）
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埼玉成恵会病院

東埼玉総合病院

越谷市立病院

埼玉石心会病院 川口市

白岡中央総合病院

南 部

熊谷総合病院

富士見市

久喜市

利 根
加須市

国立病院機構
西埼玉中央病院

小川赤十字病院

入間川病院

ふじみの救急病院
新座志木中央総合病院

八潮中央総合病院

TMGあさか
医療センター

秩父市立病院

皆野病院

埼玉協同病院

彩の国東大宮
メディカルセンター

埼玉メディカルセンター

公平病院

春日部市立医療センター

東松山市立市民病院

埼玉慈恵病院
熊谷外科病院

吉川中央総合病院

イムス三芳総合病院

イムス富士見総合病院

旭ヶ丘病院

関越病院

赤心堂病院

所沢美原総合病院

上福岡総合病院

三郷中央総合病院

第二次保健医療圏 災害拠点病院 基幹災害拠点病院災害時連携病院

令和８年３月１日時点
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災害時連携病院の主な機能

○ 災害発生時に被災地内の傷病者等の受入及び搬出を行うことが可能な体制を有する。

○ 被災想定や連携する災害拠点病院の災害時の患者受入能力等、地域の実情に応じた患者受
入体制の充実に努める。

○ 埼玉地域ＤＭＡＴ（埼玉県が独自に登録する県内で活動する医療チーム）を１チーム保有する。

○ 災害発生時に他の医療機関のＤＭＡＴや医療チームの支援を受け入れる際の待機場所や対
応の担当者を定めておく等の体制を整える。

○ 第二次救急医療機関である。

○ 業務継続計画（ＢＣＰ）を整備する。

○ 整備されたＢＣＰに基づき、被災した状況を想定した研修及び訓練を実施するとともに、
地域の災害拠点病院等との定期的な連携訓練を実施する。

○ 災害時に医療機関としての機能を維持するため自家発電機等を保有する。

○ 災害時の診療に必要な水を確保する。

○ 衛星電話などの、衛星通信を用いた通信手段を保有する。

○ 食料、飲料水、医薬品等について３日分程度を備蓄する。
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保健・医療・福祉の活動チーム
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能登半島地震での主な埼玉県内保健医療活動チームの対応

【ＤＭＡＴ（埼玉県が派遣要請）】 ２７隊延べ１２３人

【ＤＭＡＴロジスティックチーム隊員（埼玉県が派遣要請）】 延べ９人

【ＤＰＡＴ（埼玉県が派遣要請）】 ２隊延べ８人

【日本赤十字社コーディネートチーム・救護班】 ２２隊延べ１２０人

【医師会ＪＭＡＴ】 １０隊延べ４４人

【災害支援ナース】 延べ２６人

【薬剤師】 延べ１２人

【ＪＤＡーＤＡＴ（栄養士会）】 ５隊延べ９人

【ＪＤＡＴ（歯科医師会）】 １隊延べ４人

【ＪＲＡＴ（リハビリ）】 １０隊延べ３９人
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災害医療コーディネート体制
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○ 災害時に、保健医療活動の総合調整を適切かつ円滑に行えるよう、県保健医療調整本部や
保健所等において、被災地の保健医療ニーズの把握や患者の搬送、保健医療活動チームの派
遣調整等に係る助言や支援を行っていただくコーディネーター等を任命している。

○ コーディネーター等については、平時から研修や訓練等への参画を通じて、人材の養成を
行うとともに、連携を強化している。

【写真】
研修の様子

R7.4.1H30.4.1

８人５人
災害医療

コーディネーター

６３人４７人
地域災害医療

コーディネーター

２人２人
透析災害医療

コーディネーター

７５人４０人
災害時小児周産期

リエゾン

１６３人０人
薬事災害

コーディネーター
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広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）

○ 災害時に、医療機関の患者の受入れ可否等の情報やライフラインの稼働状況、ＤＭＡＴの
活動状況等の情報を、一元的に収集・提供して、関係者間で共有することにより、災害時の
迅速な支援活動に役立てるシステム

○ 国が整備し、全都道府県において導入されている（3月29日から新システムに移行）。

主な機能① 被災地の医療機関の被害状況把握

≪入力≫

ＥＭＩＳ

埼玉県保健医療調整本部

厚生労働省
（DMAT事務局）

保健所

市町村

保健医療活動チーム
（DMAT、日赤等）

≪情報活用≫

≪支援≫

被災地の医療機関



広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）

主な機能② ＤＭＡＴを始めとする救護班の活動状況の把握

被災地で活動する
保健医療活動チーム

ＥＭＩＳ

≪入力≫

・準備中
・移動中
・活動中

など

埼玉県保健医療
調整本部

厚生労働省
（ＤＭＡＴ事務局）

日本赤十字社
（本社、支部）

日本医師会
（埼玉県医師会）

情報
活用

≪指揮≫ など
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災害時に必要な保健医療を提供し、県民の生命と健康を

守るため、平時の備えを強化していきましょう
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